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総務まちづくり常任委員会議事録 

 

１ 日  時  令和元年９月１０日（火） 午前 ９時３０分 開会 

２ 場  所  太子町議会全員協議会室 

３ 出席委員  委 員 長    本  馨    副委員長   建石 良明 

        委  員    羽山 茂男           森田 忠彦 

                西田いく子           山田  強 

        議  長    中村 直幸 

４ 欠席委員                

５ 説 明 員  町    長  浅野 克己   総務政策課長  奥埜 哲生 

        副 町 長  松村 勝之   財 政 課 長  吉田 雅樹 
 
                        会 計 管 理 者         総 務 部 長  今川 新八           奥野 展久 
                        兼 会 計 課 長 

        まちづくり推進部長  浅野 達雄   税 務 課 長  林  達也 

        健康福祉部長  横田  勝   住民人権課長  米田 正径 

        教 育 次 長  田中  清   危機管理課長  村上 正規 

        秘 書 課 長  堀内 孝茂   生活環境課長  浅井 尚和 

６ 議会事務局  事 務 局 長  上田 周治   書    記  木下 雄平 

７ 傍 聴 者          村井 浩二           阪口  寛 

                寺町 幸雄           田中 祐二 

８ 会議に付した事件 

（１）認定第 ３号 平成３０年度太子町山田財産区特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

（２）認定第 ４号 平成３０年度太子町春日財産区特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

（３）認定第 ５号 平成３０年度太子町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

（４）議案第２２号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定の件 

（５）議案第２３号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備等に関する条例制定の件 

（６）議案第２４号 太子町印鑑条例中改正の件 
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（７）議案第２５号 太子町税条例等中改正の件 

（８）議案第２８号 太子町消防団条例中改正の件 
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午前 ９時３０分 開 会 

○本委員長 皆さん、おはようございます。 

 本日、総務まちづくり常任委員会を開催させて頂きましたところ、ご出席頂きまして

ありがとうございます。 

 会議に先立ちまして、町長より挨拶を受けます。 

○浅野町長 おはようございます。 

 総務まちづくり常任委員会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方には早朝よりご出席を賜り、誠にありがとうございます。さて、本委員

会に付託された案件でございますが、決算認定と致しまして、認定第３号、平成３０年

度太子町山田財産区特別会計歳入歳出決算認定について他２件、条例案と致しまして、

議案第２２号、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定の件について他

４件、以上、合わせまして８件の議案でございます。 

 何卒よろしくご審議を頂きまして、ご認定並びにご議決賜りますようお願い申し上げ

まして、簡単でございますが、開会のご挨拶とさせて頂きます。 

○本委員長 本日は全員出席して頂いておりますので、会議は成立致しました。 

 これより委員会を開会致します。 

 直ちに会議に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、決算認定関係が３件、条例関係が５件でご

ざいます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

 まず、決算認定関係の認定第３号、平成３０年度太子町山田財産区特別会計歳入歳出

決算認定について、これを議題といたします。 

 歳入歳出を通して説明を受けたいと思います。 

 本件について、説明を求めます。 

○吉田財政課長 おはようございます。 

 それでは私の方から、認定第３号、平成３０年度太子町山田財産区特別会計歳入歳出

決算認定について、ご説明を申し上げます。 

 恐れ入ります、２３８頁をお願いします。 

 実質収支に関する調書でございます。歳入総額９１２万９千９６２円、歳出総額７８

４万５千８１円、歳入歳出差引額は１２８万４千８８１円となっております。 
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 それでは、歳入歳出合わせてご説明させていただきます。２４２、２４３頁をお願い

いたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費でございますが、１節報酬２０万４千

円は管理会委員７名分の報酬でございます。 

 次に、７節賃金７万２千８００円は下請者９１件分の山林下請料の徴収賃金でござい

ます。 

 続きまして、１１節需用費４７万４千１５０円、食糧費の１千１１０円は会議の賄い

費でございます。又、修繕費の４７万３千４０円は台風２１号によります狐塚林道の倒

木伐採等の費用でございます。 

 次に、１２節役務費１万７千９１４円は通信運搬費で４千８１４円、財産区財産のた

め池に係る賠償責任保険料で１万３千１００円でございます。 

 続きまして、１９節負担金補助及び交付金３０７万５千８９３円は、ＮＴＴ賃貸料下

請者交付金として、ＮＴＴ無線中継所への道路占用に伴い下請者へ支払いをした４７万

６千６１０円。財産管理補助として財産区管理池の草刈り作業に伴う各実行組合への補

助金１８２万１千円。山田地区振興補助として消防団へ１０万円、水利組合に対して１

０万円の合計２０万円。又、他地区の財産貸付負担金として７万８千２８３円。東條町

会の集会所改修補助金として５０万円でございます。 

 続きまして、２５節積立金６万３千３０７円を基金に積み立てたものでございます。 

 続きまして、２８節繰出金３９３万７千１７円は、文化池災害復旧工事に伴う一般会

計への繰出金でございます。２款予備費から１款総務費、１目一般管理費、１１節需用

費へ２７万円を、又、１９節負担金補助及び交付金へ５０万円をそれぞれ充当しており

ます。 

 歳出につきましては以上となります。 

 続きまして歳入でございますが、２４０、２４１頁をお願いいたします。 

 １款財産収入、１項財産運用収入、１目財産運用収入、収入済額６万３千３０７円は

基金の定期預金利子でございます。 

 次に、２目財産貸付収入、収入済額３４７万９千５６９円はＮＴＴ無線中継所への占

用道路用地貸付料、又、山林の下請料、関西電力及びＮＴＴの電柱敷地貸付料、畑地区

のゴルフ場への財産貸付料等でございます。 

 次に、３款繰入金は基金繰入金３９３万７千１７円となっております。 
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 次に、繰越金、前年度の決算剰余金としまして１６５万６９円となっております。 

 以上、簡単ではございますが、認定第３号、平成３０年度太子町山田財産区特別会計

歳入歳出決算認定についての説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご認定賜

りますようお願い申し上げます。 

○本委員長 只今、歳入歳出の説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○西田委員 集会所の改修補助金が、一般会計ではなくて山田財産区からのお金ですか。 

○吉田財政課長 要は財産区からの補助金でございます。 

○西田委員 そのお金はどう流れていくの、集会所を補助するのに使ってという意味です

か。 

○吉田財政課長 一般会計の方で５０万円を見ておりまして、山田財産区の方からも上限

５０万円ということで補助させていただいています。 

○本委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○本委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○本委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮り致します。 

 認定第３号を原案通り認定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○本委員長 ご異議なしと認めます。よって、認定第３号、平成３０年度太子町山田財

産区特別会計歳入歳出決算認定については、原案通り認定することに決しました。 

 次に、認定第４号、平成３０年度太子町春日財産区特別会計歳入歳出決算認定につい

て、これを議題と致します。 

 歳入歳出を通して説明を受けたいと思います。 

 本件について、説明を求めます。 

○吉田財政課長 それでは、引き続き私の方から、認定第４号、平成３０年度太子町春日
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財産区特別会計歳入歳出決算認定についてご説明を申し上げます。 

 恐れ入ります、２５８頁をお願い致します。 

 実質収支に関する調書でございます。歳入総額は８４万４千７０１円、歳出総額は６

９万４千９４９円、歳入歳出差引額につきましては１４万９千７５２円となっておりま

す。 

 それでは、歳入歳出合わせてご説明させていただきます。 

 まず歳出でございます。２６２、２６３頁をお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、まず、１節報酬２０万４千円は管理

会委員７名分の報酬でございます。 

 次に、１１節需用費２万５千８３０円は消耗品費としまして、宗門池等に使用しまし

た除草剤の購入費で１万９０円。会議賄いとして食糧費で７４０円。修繕費１万５千円

は台風２１号による東谷池倒木の伐採費用でございます。 

 次に、役務費１万１千５７３円は通信運搬費で２千７８８円、財産区財産であるため

池にかかる賠償責任保険で８千７８５円。 

 次に、委託料５万８千円は東谷池の草刈り業務委託料でございます。 

 続きまして、負担金補助及び交付金３６万円は９ケ所のため池にかかる管理補助金で

ございます。 

 後に２５節積立金３万５千５４６円を基金に積み立てたものでございます。 

 歳出につきましては、以上となります。 

 続きまして、歳入でございます。２６０、２６１頁をお願いいたします。 

 １款財産収入、１項財産運用収入、１目財産運用収入、収入済額３万５千５４６円は

基金の定期預金利子でございます。 

 次に、２目財産貸付収入、収入済額９万２千６３０円は関西電力及びＮＴＴの電柱敷

地貸付料並びに新池の堤貸付料等でございます。 

 続きまして、３款繰入金は基金繰入金６０万円となっております。 

 次に、４款繰越金１１万６千５２５円は前年度の決算剰余金でございます。 

 認定第４号、平成３０年度太子町春日財産区特別会計歳入歳出決算認定についての説

明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。 

○本委員長 只今、歳入歳出の説明がありました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 
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○山田委員 財産管理補助、これはため池管理やと思うんですが、３６万円、前年度が３

８万円、これは２万円減額になっておりますが、事情は何でしょうか。 

○吉田財政課長 にごり池が昨年４月から一般会計の方に変わっておりますので、その分

が減っております。 

 以上でございます。 

○山田委員 ３６万円のうち、ため池がＡランク、Ｂランクと分けておられますが、これ

はどんな事情があるんでしょうか。 

○吉田財政課長 一応、池の大きさで分けているところでございます。 

○山田委員 その大きさというのはどんな大きさでしょうか。何ぼから何ぼとか、何かあ

るんではないでしょうか。 

○吉田財政課長 その辺の細かいところまで今ちょっと資料を持っておりませんので、す

いません。 

○山田委員 ５万円が６池で２万円が３池ということにはなっているらしいんですが、一

般的に財産区の池は山の中にあったり、それから、もう絶えず住民の目が届くところに

あったりしまして、例えば、春日の新池なんかは墓参りで色々来られるので、絶えず土

手の堤の草刈りも山奥の草刈りと違って回数があると思うんですよね。それの差が５万

円と２万円かなと思っていたんですけれども、今の答弁であったらわからないようです

ので、その辺ちょっと調べておいてもらえませんか。 

○吉田財政課長 わかりました、またお調べいたします。 

○森田委員 今の関連で草刈りですけど、草刈りでこれ５万８千円と書いてますやろ、委

託料ね。これは大体、何平米ぐらいのところを刈ってもらって、単価は今、草刈りはど

れぐらいかわかりますか。 

○吉田財政課長 これは業者の方に委託をしておりまして、面積につきましては、細かい

数字まではわかりませんけど、２０平米ぐらいかなと。 

○森田委員 いや、２０平米か何か知らんけれども、他かて物件で草刈りしてもらうとこ

ろがあるから、大体今、草刈りであったら平米何ぼぐらいでやっているのかなというの

を知りたいから、そしたらそれも一遍調べておいて、大体草刈りを何ぼぐらいでやって

いるか。 

○吉田財政課長 はい。 

○本委員長 他にございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○本委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○本委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮り致します。 

 認定第４号を原案通り認定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○本委員長 ご異議なしと認めます。よって、認定第４号、平成３０年度太子町春日財

産区特別会計歳入歳出決算認定については、原案通り認定することに決しました。 

 次に、認定第５号、平成３０年度太子町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て、これを議題と致します。 

 歳入歳出を通して説明を受けたいと思います。 

 本件について説明を求めます。 

○浅井生活環境課長 認定第５号、平成３０年度太子町下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定につきまして、附属説明資料からご説明申し上げます。 

 附属説明資料の１枚目をめくっていただきまして、１ページをお願いいたします。 

 決算額は、歳入歳出ともに３億８千５６３万７６５円となり、前年度に比べまして１

千９５４万５千３２８円、４.８％の減となりました。 

 主な内容といたしまして、歳入では、前年度に比べ、町債が１千８５０万円、１５.

９％の減、下水道使用料が５８万８千７３１円、０.４％の増、一般会計からの繰入金

が４２万６千４８６円、０.３％の増となりました。 

 歳出では、前年度に比べ、下水道総務費で６２２万５千７０３円、７.４％の増、公

債費で２０９万７千７４３円、０.８％の増となりましたが、下水道建設費で２千７８

６万８千７７４円、５７.８％の減となりました。 

 ２ページでございますが、１頁の歳入と歳出状況をグラフ化し比較したものでござい

ます。 

 ３ページは下水道事業の整備状況でございます。図－３では、過去５年間の推移状況

をグラフにてあらわしております。人口は、２６年度より毎年約１％減少を続けており
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ます。水洗化人口は、前年度に比べ、２５人減少しましたが、水洗化率は前年度に比べ

０.６％向上し、８９.５％となりました。 

 次に、経営指標でございますが、汚水処理に要した費用を使用料収入によってどれだ

け回収できているのかを示す指標でございます。経費回収率は、６７.５１％。汚水一

立方メートル当たりに要する処理費用であります汚水処理原価は、２１１円３８銭。汚

水一立方メートル当たりの使用料単価は１４２円７０銭となりました。 

 ４ページの図－４は、先ほどの経営指標の３つの要素をグラフ化したもので、汚水処

理原価は、年々増加傾向にあり前年度に比べ、５円９９銭の増となりました。増の要因

は、下水道総務費の維持管理経費などが増加したことによるものでございます。 

 使用料単価は、前年度に比べ４９銭増加しました。増の主な要因は、太子西条線沿い

の商業施設の水洗化による使用料収入と有収水量の増によるものでございます。 

 汚水処理に要した費用を使用料収入でどれだけ回収できているのかを示す指標でござ

います経費回収率は、前年度に比べ１.７３％減少しました。減の主な要因は、使用料

収入と有収水量は増加したものの維持管理費の増加により、率が低下したものでござい

ます。 

 次に、図－５の有収水量の状況でございますが、前年度に比べ、人口は減少している

ものの、太子西条線沿いの商業施設の水洗化によりまして、６０４立方メートル増加し、

１０１万７千２２１立方メートルとなりました。 

 ５ページの公債費の状況でございますが、上から４行目の３０年度末現在の地方債残

高は、２０億６千６３万８千５２５円となり、表３のとおり前年度に比べて、１億３千

１０２万４千１３３円、６％減少しております。 

 附属資料の説明は以上でございます。 

 それでは、下水道事業特別会計の歳出につきまして、事業別区分の決算額の大きいも

のを中心にご説明申し上げます。 

 なお、職員人件費等につきましては、各費目に共通することから説明は省略させてい

ただきます。また、不用額につきましては、別途、不用額調書を配付させていただいて

おりますので、説明の方は省略させていただきます。 

 恐れ入ります、決算書の２８２、２８３頁をお願いします。 

 １款下水道費、１項下水道総務費、１目一般管理費、支出済額９千３１万９千２００

円。一般管理事業７千５２万７９９円のうち、８節報償費１２万１千４００円は、受益
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者負担金の徴収猶予解除に伴う、６件分の一括納付報償金でございます。 

 １１節需用費１５３万８千５９５円は、個人用マンホールポンプを除くポンプ１６基

分の電気料及びマンホールポンプや公共汚水桝など下水道施設の修繕費等でございます。 

 １２節役務費４７万６千７７１円は、マンホールポンプ１６基分の異常通報用の電話

料でございます。 

 １３節委託料１千３３３万７９６円のうち、マンホールポンプ点検委託料２９１万７

千７２８円は、マンホールポンプ２０基分の日常点検並びに計画的に行っておりますポ

ンプ本体、配電盤、水位計の点検。下水道使用料徴収事務委託料７１８万４千０００円

は、大阪広域水道企業団への下水道使用料徴収事務の委託料などでございます。 

 １４節使用料及び賃借料３８万８千８０円のうち、電算機器・プログラム賃借料３８

万１６０円は、受益者負担金等収納システムのプログラム等賃借料でございます。 

 １６節原材料費１６万４千９７０円は、公共下水道施設補修に伴う原材料費でござい

ます。 

 １８節備品購入費３万４千１２８円は、観光交流センター１階に設置しております下

水道カラーマンホール展示台の購入費用でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金４千４１８万９千７１９円のうち、次ページをお願いし

ます。流域下水道維持管理負担金４千４０８万３千９０９円は、大和川流域下水道の維

持管理費負担金で、大井処理場の維持管理に必要な動力費、薬品費、法定設備点検・収

集運搬・設備点検、人件費等でございます。 

 ２３節償還金利子及び割引料９万６千４０円は、下水道使用料の前年度収納済分の２

世帯への漏水軽減に対する過誤納還付金でございます。 

 地方公営企業法適用移行事業１千８１万５千１２０円は、令和２年度に下水道会計を

地方公営企業会計に移行するために必要な業務委託料でございます。３０年度は、公営

企業会計システムの構築や法適用移行に向けた関係課との協議等を行いました。 

 ２項下水道建設費、１目公共下水道建設費、支出済額１千６２１万４千１５２円。公

共下水道建設事業５２０万８４８円のうち、１５節工事請負費５１３万５千７３０円は、

４件分の公共汚水桝設置工事並びに太井川マンホールポンプの更新工事でございます。 

 ２目流域下水道建設費、支出済額４１３万３７８円。流域下水道建設事業は、大和川

流域下水道の大井処理区の建設負担金で、大井処理場の監視制御設備更新工事、大和川

下流流域管内のマンホール蓋補修工事等に対する負担金でございます。 
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 ２款公債費、１項公債費、１目元金、支出済額２億２千８７２万４千１３３円。次ペ

ージをお願いします。下水道事業債元金償還事務事業は、財務省、旧簡易生命保険資金、

地方公共団体金融機構、大阪府及び市中銀行などの長期貸付金償還金の元金でございま

す。 

 ２目利子、支出済額４千６２４万２千９０２円。下水道事業債利子償還事務事業は、

長期貸付金償還金の利子及び資金運用のための一時借入金利息でございます。 

 以上、歳出合計は３億８千５６３万７６５円でございます。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

 お戻りいただきまして、２８０、２８１頁をお願いします。 

 １款分担金及び負担金、１項負担金、１目受益者負担金、収入済額８７万５千９００

円。前年度に比べ１７万９千９００円、２５.８％の増。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料、収入済額１億４千５１５万

８千２９０円。前年度に比べ５８万８千７３１円、０.４％の増。増の主な要因は、水

洗化人口の減少はあるものの、太子西条線沿いの商業施設の水洗化によるものと考えら

れます。なお、２名分、２万９千７２８円につきましては不納欠損処理を行いました。 

 ３款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金、収入済額１億４千１９万４千４７９

円。前年度に比べ４２万６千４８６円、０.３％の増。増の主な要因は、流域下水道維

持管理費負担金が２８５万１千８６９円減、公債費の元金と利子が２０９万７千７４３

円の増となり、下水道使用料が５８万８千７３１円の増となったことによるものでござ

います。 

 ４款諸収入、２項雑入、１目雑入、収入済額１６８万６千３５４円。前年度に比べ１

９０万６８７円、５３％の減。減の主な要因は、大和川流域下水道の建設及び維持管理

負担金の２９年度分の精算に伴う返還金の減少によるものでございます。 

 ５款町債、１項町債、１目町債、収入済額７千７７０万円。前年度に比べ１千９３０

万円、１９.９％の減。内訳は、公共下水道事業債３８０万円、流域下水道事業債が４

００万円、下水道事業債の特別措置分が３千４１０万円、資本費平準化債が２千５００

万円、地方公営企業法適用債が１千８０万円でございます。 

 ２目公債費、収入済額２千万円は、平成２０年度に大阪南農協で借り入れた特別措置

分の借換債でございます。 

 歳入合計も歳出合計と同額で、３億８千５６３万７６５円でございます。 
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 以上で、認定第５号、平成３０年度下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の説明を終

わります。 

 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○本委員長 只今、歳入歳出の説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○西田委員 １０月から今のところの予定では消費税を増税するとのことですけれども、

以前、水道と下水道が一緒やったとき、消費税が上がっても据え置いている時もあった

と思うんですけれども、今回１０％になったらやっぱり１０％取るんでしょうか。 

○浅井生活環境課長 消費税については、いつからというのは今のところあんまり名言は

されていないんですが、中央については１０月１日に８％から１０％に上がると。これ

につきましては、下水道の使用料も当然２％上がり、１０％の消費税を徴収させて頂く

ということになろうかと思います。 

○西田委員 家計は苦しくなりますよね。下水はなかなか儲けられるタイプではないでは

ないですか。だけど、支出を減らすということも大切かなと思うんですが、説明資料で

水洗化率が良くなったということと、下水道使用料の伸びは太子西条線の商業施設とい

うことだったんですけど、水洗化率が上昇した理由をちょっと教えていただけますか。 

○浅井生活環境課長 附属説明資料の３頁を見ていただきたいんですが、整備状況のとこ

ろでございます。平成３０年度と２９年度を比べますと、当然、人口は行政区域内の人

口が１１７人減っている。処理区域内の人口も１０８人減っている。ところが水洗化人

口の減りが２５人ということになってございます。これは、処理区域内の当然人口の減

少はあったものの、下水の接続が３０年度、５世帯の切り替えをしていただいたという

のと、新たに水洗化していただいたご家庭３９件がございます。こういうところにより

まして、水洗化率の増加、０.６％なんですが、住民のご協力により０.６％の増加があ

ったと言えると思います。 

○西田委員 住民の協力もあるかもしれませんけど、なかなか、あと残りのところは大変

なところを職員も、５世帯といえども本当にこれは大きいと思いますし、努力してくだ

さっていると思っています。太子西条線に大型商業施設ができただけでこれだけ伸びる

のであったら、この後商業施設が建って、いろんなのが来ているみたいな話も聞きます

けれども、それがまた下水道の使用料にも有利に働くこともあるかと思いますので、商
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業施設の誘致には引き続き、他の課になるかもしれませんけど、努力して頂くようお願

いしておきます。 

 それと、下水道料金は他よりも高いではないですか、これ以上上げんとこうと思う中

では、やっぱり工事したらそれだけ支出が出ると思うんですけれども、それを抑える意

味で太子町は水道工事をやった時に、下水道工事と水道を重ねてとかで工事費を減らす

努力をしてきたんですけど、今、ちょっとなかなかわかりにくいと思いますが、水道工

事で今後、対象内で工事する予定のところはありますか。 

○浅井生活環境課長 この件に関しましては、本来企業団の方がお答えするべきなんです

が、私の方で知っている範囲のところは、ご報告という形になろうかと思うんですが、

させていただきたいと思います。 

 企業団が平成２９年４月に太子町水道事業の運営を開始したと。これまで色々滞って

おりました機械とか電気設備の更新を優先的に実施してきた訳でございます。今おっし

ゃっているような企業団の老朽化対策に係る整備の計画でございますが、これは企業団

全体として令和２年、来年から長期的な計画については２５ケ年計画、中長期的な計画

については令和２年から令和１１年というところで２５ケ年と１０ケ年の計画を今現在

策定しておるといったところと聞いております。 

 先程西田委員もおっしゃったんですが、今までは下水と水道、それは下水を埋設する

時に当然水道管がもともと入っておりましたので、その移設をしながら下水を布設した

というところから一体的に下水も整備した、水道も新しくなったというところはあった

んですが、これからの今の考え方、企業団の考え方については、管路の更新については

管路の重要度や老朽度、これを勘案して優先度合いの高い管路から更新していく計画で

あるというところで、まずは昭和４３年に埋設されました山田の送水管を更新していく

予定である。この送水管の実施設計を令和元年度にやって、令和２年度から２ケ年で更

新したい、そういうふうに考えております。 

 今のところは送水管の改修計画、それ以降については先程前段で申しました整備計画

のところでこれから考えていきたいというふうに企業団の方から聞いておるところでご

ざいます。 

○西田委員 企業団になっていますけど、お隣にもいらっしゃいますので、整備計画策定

中とのことですが、できたら、またその資料ももらって私達にも見せてもらえたらと思

いますので、よろしくお願いします。 
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 それと、下水道事業、工事したら増えると思うんですけれども、公債費は今後どうな

っていくか、ピークが３２年間、このような話もあったんですが、減っていくのであっ

たら会計的にも楽になるかなと思うんですが、公債費の今後をちょっと教えていただけ

ますか。 

○浅井生活環境課長 公債費なんですが、これも附属資料の５頁をご覧いただきたいんで

すが、こちらの５頁に平成３０年度末の現在高が２０億６千６３万９千円となっておる

と。これは、２９年度に比べて１億３千１０２万４千１３３円減少しておる。減少は結

構大きいんですが、これは毎年償還しているからこれだけ大きいと。そのピークが令和

２年度、来年度、約２億９千万円ぐらいの償還を考えておる。令和２年度がピークなん

ですが、それ以降何も事業がなければ当然下がっていくと。又、事業があれば当然、起

債等の借り入れがありますので若干増が出てくるのかなと思うんですが、今の段階で言

うと何もしなければ下がっていく状況になります。 

 だから、以前に色々起債を借りた分の償還というのが結構あるんですが、今一番ちょ

っと気になっているのが２０億６千６３万９千円で、全体としては１億３千１００万円

減少している訳なんですが、これは建設事業債以外の町債、ここにはちょっと出ていな

いんですが、特別措置分とか資本費平準化債、又、公営企業の会計の適用債というのが

ございまして、それは、２９年度に比べて４千６２９万５千円ほど増になってきている

と。 

 だからこれは、全体としては減少しておるんですが、所謂、建設事業債以外の先程申

しましたような町債が増加しているということで、これは、２３年度とか２２年度から

借り入れた起債でございまして、どうしても工事をやらなくても返していかなければな

らないということで、言いにくいんですがやむを得ないんではないかなと、何とか返し

ていかなければならないというふうには考えております。 

○西田委員 ありがとうございます。 

 やっぱりこれだけではなくて、住民が納めるのは保険料があったりとか、税金あった

りとかして、上下水道料金が高いという声は引き続きありますので、今回はこっちが悪

い訳ではなくて国が消費税を取るということで、それだけでも上がった気がするのに、

今後、下水道が上がらないように努力して頂くように要望しておきます。よろしくお願

いします。 

○本委員長 他にございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○本委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○本委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮り致します。 

 認定第５号を原案通り認定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○本委員長 ご異議なしと認めます。よって、認定第５号、平成３０年度太子町下水道

事業特別会計歳入歳出決算認定については、原案通り認定することに決しました。 

 次に、条例関係の議案第２２号、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

制定の件及び議案第２３号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備等に関する条例制定の件は、関連する議案の為一括審議といたし

ます。 

 本件について説明を求めます。 

○堀内秘書課長 それでは、議案第２２号、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例制定の件及び議案第２３号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定の件につきまして、関連しますので一

括してご説明申し上げます。 

 まず、本改正に至った理由及び改正内容についてご説明させていただきます。 

 議案第２２号のところに資料１から３まで添付させていただいております。恐れ入り

ます、Ａ３の資料２をご覧いただけますでしょうか。 

 会計年度任用職員制度については、全員協議会においてもご説明させていただいてお

りますので、主な概要のみをご説明させていただき、その上で条例の説明をさせていた

だきたいと思います。 

 まず、今回の制度は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が平成２９

年５月１１日に成立し、同月１７日に公布されたことにより、一般職の非常勤職員とし

て新たに会計年度任用職員の職として創設されたものです。 

 改正法では、適正な任用等の確保と処遇改善が示されており、現在、本町で任用して
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いる非常勤嘱託員や臨時的任用職員の全員が、来年４月１日からパートタイムの会計年

度任用職員へ移行することになります。そして、勤務時間にもよりますが、期末手当を

支給することになります。 

 恐れ入ります、Ａ３の資料３をご覧ください。 

 こちらには、現在の非常勤嘱託員及び臨時的任用職員と、パートタイムの会計年度任

用職員制度案を比較させていただいているものです。 

 今回の議案第２２号に係る項目としては、報酬額、期末手当、通勤に係る費用でござ

います。なお、勤務時間については、原則として現在の勤務時間体系を維持するもので

ございます。 

 なお、議案第２３号に係るものになりますが、休暇制度については、規則において規

定させていただく予定をしておりますが、資料３の一番下にあります育児休業制度につ

いては、国から示されている非常勤職員のための育児休業制度に準じ条例の一部改正に

より制度構築を行うものでございます。 

 恐れ入ります、資料２にお戻りください。 

 資料２の右側をご覧ください。今回の令和２年４月施行の法改正による会計年度任用

職員制度の導入に伴い、さまざまな条例等の整理・整備が必要となることから、新たな

条例制定を１つ、また、関連する条例の一部改正を一括して行うための整備等条例を１

つ、計２つの条例案を上程させていただいたところです。 

 それでは、条例の内容についてご説明をさせていただきます。 

 議案第２２号、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定の件をお願い

いたします。 

 恐れ入ります、議案書２頁をお願いします。 

 まずは第１条の趣旨でございます。先程も申し上げましたが、本条例は、国において

非常勤職員の適正な任用、勤務条件を確保することを目的として創設されました。会計

年度任用職員制度に対して支給する報酬や通勤等に係る費用弁償、また、新たに支給可

能となる期末手当等に関して規定するものでございます。 

 第２条第１項では給与として報酬と期末手当とし、第２項では給与の支払い方法につ

いて規定するものです。また、第３項では支給を要する通勤、旅費等のいわゆる実費弁

償は、給与に含まないことを明確化するものでございます。 

 次に、第３条第１項では、会計年度任用職員に支給する報酬額を規定するもので、一
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般職の職員の給与条例に規定する給料表の２級の 高の号給の月額とさせていただくも

のです。 

 同条第２項では、報酬として時間外勤務や夜間勤務、休日勤務を行った場合に支給す

る計算方法について、常勤の職員との権衡を考慮した計算方法により算出するとしたも

のでございます。 

 第４条第１項では、報酬は月単位で支給。同条第２項では、例外として日額又は時給

に応じて支給する旨を規定したものでございます。 

 恐れ入ります、次の頁をお願い致します。 

 第３項及び第４項では、月額支給するための算出基準及び算定方法を規定したもので

ございます。 

 第５条では、通勤に係る費用弁償ですが、一般職の通勤手当と遜色のないよう給与条

例の例により支給するものでございます。 

 第６条では、公務のために旅行に係る費用弁償ですが、これについても一般職と遜色

のないよう旅費条例の例により支給するものでございます。 

 第７条第１項では、期末手当を支給すべき対象者を規定するとともに、支給基準とし

て、職員と同様に給与条例に規定する基準日、つまり、６月１日又は１２月１日に在職

し、かつ、任期の定めが６ケ月以上の者に対して支給するものでございます。ただし、

１週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定める者は除くとしております。

なお、この１週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として、国では週１５時間３０分

未満の者として示しており、これと同様に規則で規定する予定でございます。 

 同条第２項では、期末手当の額について、期末手当基礎額に職員と同様に、給与条例

に規定する月数を乗じて得た額に、基準日以前６ケ月以内の在職期間に応じた割合を更

に乗じて得た額を支給させていただくものでございます。現時点では、給与条例に規定

する月数としては、年間２.６ケ月となっております。 

 第３項では、期末手当基礎額について、基準日前６ケ月以内の在職期間における報酬

の１カ月当たりの平均額とさせていただいているものでございます。 

 第４項では、会計年度任用職員に対して懲戒処分や失職、離職、一時差し止めの処分

等を行った場合、職員に準じて対応することを規定したものでございます。 

 第８条では、会計年度任用職員に支給する給与から控除すべき、例えば組合費、駐車

場代、職員会費等の額を差し引きするものでございます。 
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 第９条では、職務の特殊性等を考慮し、特に必要と判断した場合において、先ほど説

明させていただきました第２条から前条の規定に係らず別に定めるとさせていただくも

のでございます。 

 第１０条では、委任について、この条例の定めるもののほか、条例の施行に関し必要

な事項は、規則で定めることとしているものでございます。 

 次に、附則でございます。恐れ入ります、次の頁をお願い致します。 

 この条例の施行日ですが、令和２年４月１日から施行することとしております。 

 次のページをお願い致します。 

 この条例施行のために必要な事項を定める規則案の主な概要を資料１として付けさせ

ていただいております。 

 規則につきましても、条例と同様に令和２年４月１日から施行することとしてござい

ます。 

 以上、簡単ではございますが、議案第２２号のご説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第２３号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定の件についてご説明いたします。 

 恐れ入ります、議案第２３号の新旧対照表の１頁をお願いいたします。 

 新旧対照表の第１条関係でございます。 

 第１条関係の改正は、一般職の職員の給与に関する条例の改正でございます。 

 通勤手当の第１７条第２項第３号中の改正は、文言の整理を行うものでございます。 

 また、第２８条の改正は、非常勤職員の給与については、他の常勤職員との権衡や職

務の特殊性などを考慮して定めるものであることを条例で明記するものでございます。 

 続いて、第２条関係の改正は、太子町職員の退職手当に関する条例の改正でございま

す。 

 目的の第１条中の改正と、退職手当の支給の第２条、恐れ入ります、２頁をお願いい

たします。第１項中の改正につきましては、文言の整理を行うものでございます。 

 次に、同条第２項の改正につきましては、パートタイムの会計年度任用職員を退職手

当の支給対象外とするものでございます。 

 なお、第３条第２項以降から８頁の附則第２１項までの改正につきましては、現行の

退職手当制度そのものが変わるものではありませんが、今回の改正に合わせて、国準則

にのっとり条例全般の見直しをさせていただきました結果、句読点の修正や語句の誤り、
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条ずれへの対応等、文言の整理を一括して整理をさせていただくものであり、それぞれ

の改正内容のご説明は割愛させていただきたいと考えております。 

 恐れ入ります、続いて新旧対照表の９頁をお願いいたします。 

 第３条関係の改正は、職員の分限に関する条例の改正でございます。 

 休職の効果の第４条第２項中の改正は、文言の整理を行うものでございます。次に第

４条第４項は、会計年度任用職員を休職処分を行った場合の休職期間を規定するもので

ございます。 

 続いて、第４条関係の改正は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の改正でございます。 

 目的の第１条中の改正は、地方自治法の改正に伴う条ずれに対応するための改正でご

ざいます。 

 恐れ入ります、続いて新旧対照表の１０頁をお願いいたします。 

 第５条関係の改正は、太子町職員の旅費に関する条例の改正でございます。 

 第１条の２は、旅費の支給に関し国の準則に基づき条文を追加させていただくもので

ございます。内容としては第１項に職員の旅費支給を定めるとともに、第２項及び第３

項で、職員以外の者の旅費について規定するものです。 

 また、別表第１の表中の改正ですが、地方公務員法改正により曖昧であった特別職の

範囲が限定されたこと等を踏まえて、今回、特別職の職員に改めるものでございます。 

 第６条関係の改正は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の改正でございます。 

 減給の効果の第３条の改正は、新たに会計年度任用職員を減給処分した場合の効果に

ついて、職員と同様に規定するものでございます。 

 また、第５条の改正は条例の施行に関し、国準則に基づき町長が別に定めるとした条

文を追加させていただいております。 

 恐れ入ります、新旧対照表１１頁をお願いいたします。 

 第７条関係の改正は、太子町職員の育児休業等に関する条例の改正でございます。 

 この条例改正は、会計年度任用職員制度の創設後、非常勤職員においても育児休業が

取得できるように制度構築を行うものでございます。 

 まず、育児休業をすることができない職員の第２条第１項第３号ですが、アからウの

いずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員が、育児休業をすることができない非

常勤職員と規定するものでございます。そのため、第３号アからウでは育児休業をする
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ことができる非常勤職員の要件として、アの①では、在職期間が１年以上であること、

アの②では、その養育する子が１歳６ケ月に達する日まで、また例外的に２歳に達する

日までに、その任期が満了しないこと及び引き続き任用をすることが明らかであること、

アの③では、規則で定める勤務日の日数以上であることの３点の要件を規定させていた

だいております。 

 次にイでは、その養育する子の１歳到達日までの育児休業に引き続いて行う育児休業

をすることができることの要件を規定させていただいております。 

 ウでは、任期の更新に伴って引き続き行う育児休業をすることができることの要件を

規定させていただいております。 

 第２条の３では、育児休業の承認に関して育児休業法第２条第１項において、非常勤

職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、１歳に達する日から１歳６ケ月に達する

日までの間で条例で定める日とされていることから、同様に規定するものでございます。 

 また、１２頁同条第１号では、その養育する子が１歳到達日までと、第２号では、職

員の配偶者が育児休業をしている場合には、子が１歳２ケ月に達する日までと、第３号

では、保育所に入所できない等の事情により、子の１歳到達日後も育児休業をすること

がやむを得ないと認められる場合には、１歳６ケ月に達する日までとし、恐れ入ります、

新旧対照表１３頁をお願いいたします。 

 第３号の規定を適用する場合の要件をア、イのいずれにも該当するときと規定させて

いただくものです。このアでは、職員の育児休業の開始日が子の１歳到達日の翌日であ

ること、又、職員又は配偶者が子の１歳到達日に育児休業をしていること、イでは、子

の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と

認められる場合を規定するものでございます。 

 第２条の４ですが、育児休業の承認について規定している育児休業法第２条第１項中

において、先程の条例第２条の３でご説明させていただきました条例で定める日の特例

として、当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める

場合に該当するときは、２歳に達する日とされていることから、規定するものでござい

ます。 

 同条では、条例第２条の３に該当して、子の１歳到達日後において育児休業をしてい

た場合で、当該、子が１歳６ケ月に達する日においても、引き続き保育所に入所できな

い等の事情がある場合には、子が２歳に達する日まで育児休業をすることができると規
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定するものでございます。また、この規定を適用する場合の要件を第１号及び第２号の

いずれにも該当するときと規定させていただくものです。この第１号では、職員の育児

休業の開始日が子の１歳６ケ月到達日の翌日であること、又、職員又は配偶者が子の１

歳６ケ月到達日に育児休業をしていること、恐れ入ります、新旧対照表１４頁目をお願

いいたします。 

 第２号では、子の１歳６ケ月到達日後の期間について、育児休業をすることが継続的

な勤務のために特に必要と認められる場合を規定するものでございます。 

 第２条の５ですが、先程、ご説明をさせていただきました第２条の３及び第２条の４

を加えることにより、条ずれの改正をするものです。 

 第３条第１号中の改正ですが、子の定義規定については、新たに規定する第２条第１

項第３号ア①中に規定するため、子の定義規定を削除するものです。 

 同条第５号中の改正ですが、文言の整理を行うものでございます。 

 同条第７号及び第８号ですが、これは非常勤職員が再度の育児休業をすることができ

る特別の事情を規定したものでございます。 

 まず、第７号では、保育所に入所できない等の事情により育児休業をすることがやむ

を得ないと認められる場合に、１歳から１歳６ケ月又は１歳６ケ月から２歳に達する日

までの子を養育するための育児休業でございます。 

 同条第８号ですが、任期の末日を育児休業の末日としていた非常勤職員の任期が更新

等された場合に、引き続き育児休業をしようとするための規定でございます。 

 第６条の見出し中の改正ですが、文言の整理による改正でございます。 

 恐れ入ります、新旧対照表１５頁をお願いいたします。 

 第７条及び第８条ですが、職員の定義から会計年度任用職員を除くための改定でござ

います。 

 また、第８条、第１０条及び第１３条中において文言の整理を行う改正を行っており

ます。 

 続いて第１９条中の改正ですが、第１号では部分休業をすることができない職員の規

定方法を改めさせていただくもので、内容に特には変更はございません。 

 恐れ入ります、新旧対照表１６頁をお願いいたします。 

 第２号では、ア、イのいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員が、部分休業

をすることができない非常勤職員と規定するものでございます。 
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 そのため、第２号ア、イでは部分休業をすることができる非常勤職員の要件を規定さ

せていただいております。アでは、在職期間が１年以上であること、イでは、規則で定

める勤務日の日数以上であることの２点を要件とするものです。 

 第２０条第１項中の改正ですが、部分休業を承認するに当たって、勤務時間について

非常勤職員の規定を設けるものでございます。 

 同条第２項中の改正ですが、労働基準法の制定年や法律番号について、新たに規定す

る第２条の３第２号中に労働基準法を規定することから削除するものでございます。ま

た、介護時間の承認を受けて勤務しない職員から非常勤職員を除外し、新たに非常勤職

員の部分休業の承認できる時間等について同条第３項に規定するものでございます。 

 恐れ入ります、新旧対照表１７頁をお願いいたします。 

 第８条関係の改正は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の改正でございま

す。 

 第２条第２項においては、派遣できる職員から除外される職員を規定するものでござ

いますが、今回の地方公務員法の改正により、法第２２条が７項建ての条文が改正され

１項のみとなったことを受けて改正するものでございます。また、合わせて文言の整理

を行うものでございます。 

 第９条関係の改正は、太子町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の改正でご

ざいます。 

 第２条第２項において、フルタイムの会計年度任用職員を規定し、公表対象とさせて

いただくものでございます。 

 恐れ入ります、議案書の７頁をお願いいたします。 

 附則の部分でございます。 

 附則につきまして、この条例の施行期日ですが令和２年４月１日から施行することと

してございます。 

 以上で、議案第２２号及び議案第２３号のご説明とさせていただきます。何卒よろし

くご審議いただき、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

○本委員長 只今、説明がありました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

○西田委員 働き方というか名前が変わったのかなと思うんですが、地方公務員法及び地

方自治法の一部を改正する法改正、国会で成立しましたが、附帯決議について色々問題
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があるなというところがあってお尋ねしたいんですが、会計年度任用職員制度導入、こ

れがこれまで脱法的に行われてきた正規から非常勤職員への置き換えを合法化すること

にならないのかという疑念があるのと、臨時非常勤の職を人員の調整弁として利用する

ようなことはないのかというような懸念があるというのが国会でもあったんですけれど

も、太子町ではそんなことはございませんということでやっていくのか、お聞かせくだ

さい。 

○堀内秘書課長 今回の会計年度任用職員制度の導入なんですけれども、あくまで法改正

に基づいて適正な任用等の確保と庶務改善を目的とするものでございます。又、非常勤

職員の任用、先程おっしゃっていただいた人員の調整弁ということではありません。以

前から厳しい財政状況にあって、住民の民意に応える為に効果的・効率的な行政サービ

スの提供を行う為に職員が担うべき分野、業務、必要性を見極めつつ業務の量、内容、

又、責任の程度等を踏まえて非常勤職員の適正な運用に努めているところでございます。 

○西田委員 適正といえども、やっぱり正規の職員が少なくなっているのかなと思うんで

すけれども、この任用職員制度、これが出来ることで正規職員の定数増につながること

になるんでしょうか。 

○堀内秘書課長 今回の会計年度任用職員制度につきましては、あくまでも非常勤職員の

正職員というものではございません。先程説明させていただきました、任用確保と処遇

改善、この２つが主なものでございます。 

 又、職員数につきましては、以前から太子町の定員適正化計画に基づいて職員数の適

正化を図っているところでございます。 

○西田委員 思うのは、民間企業で働いてて、何年か働いたら正社員にしてもらえるかな

というのを夢見て非正規で働いている方もいるかと思うんですが、太子町でも何年間働

いて、１年更新でしたっけ、やってきて、この人は太子町で働いてほしいなと思うよう

な人があらわれたら正規職員に採用することも考えられると思っていいんですか。 

○堀内秘書課長 今回の会計年度任用職員制度に関しては、その部分については特に規定

はないんですけれども、本来、おっしゃっていただいたような正規職員については、共

通試験の採用が原則となっております。地方公務員法上の規定があるんですけれども、

一定期間働いたからといって正職員化出来るものではございません。民間労働であれば

労働契約法に基づいて一定期間働いた場合、有期か無期というような制度もございます

が、我々、地方公務員法の場合は対象外となっておりますので、おっしゃっていただい
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たようなことはできないと考えております。 

○西田委員 何といっても非正規で働いている方、今、役場を見渡してもやっぱり女性が

多いと思うんです。低い年収で働いて、その人達がもしかしたら職員になれるかなとい

う夢が持てるような職場だったらいいですけれども、一生、一年一年の契約でやってよ

ねというような、これはちょっとどうかなと思いますので、よく太子町の方が働いてい

る職場でもありますし、働きやすい職場であってもらいたいなと思うんです。その点で

は、今回何かこういう非正規の方も組合に入れるようにも聞いたんですが、その点はど

うなんでしょう。 

○堀内秘書課長 今回の制度改正を契機に、組合の方に加入されているというふうに聞い

ております。既に本町の職員組合主催で説明会を数回されたと聞いておりまして、現在

もう既に加入されたと聞いております。 

○西田委員 一般会計の時にも言いましたが、非正規率が太子町でも３４％ですか、それ

だけの方が働いている太子町の役場ですので、その人達の声も十分吸い上げていっても

らいたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それと 後、働いている方は色々あって、労働条件とかセクハラとかここで解決すれ

ばいいんですけど、解決しなくてそしたらどこに訴えようかという時に、公平委員会に

訴えたらいいのか、労基署、そういう何か、この方はどっちやねんというような話が以

前あったかのように思うんですが、この制度によって訴える時は公平委員会だけになる

のかな。 

○堀内秘書課長 来年の会計年度任用職員になった場合、一般職というのは我々と一緒に

なりますので公平委員会で言っていくことになります。 

○本委員長 他にございませんか。 

○森田委員 パート職員なんかありますやろ、普通正社員であったら普通の試験か何かで

やるんやけれども、パート職員の場合は結局２名募集でやって、３名、４名来たら面接

か何かでそこの判断で採用される訳ですか。 

○堀内秘書課長 応募があった段階で面接を必ずさせていただいて、面接で点数という形

で能力実証をさせていただいております。 

○森田委員 それと、育児休業でちょっと聞きたいんやけれども、例えば例を挙げたら、

４月１日に正社員で入社するとしますやろ、それで、出産計画を間違えて４月に入社し

て妊娠した場合、子どもが生まれるのが十月十日ですやろ、そしたら１年間勤めていな
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いから育児休暇の資格はない訳ですか。 

○堀内秘書課長 おっしゃっていただいているのは職員ということでしょうか。 

○森田委員 いや、職員でも誰でもええんやけど、というのは、１年間勤めなあかんとい

うこれは規定がありますやろ。 

○堀内秘書課長 今、説明させていただいたのは非常勤の場合は一定条件がございますの

で、その条件をクリアした方が育児休業の対象となっています。 

○森田委員 一時休業になるんやけれども、１年間勤めていなければいけないということ

ですやろ。それが結局４月に一気にやって、出産日を間違って早いこと妊娠した場合で

あったら十月十日で生まれるということは、生まれる何ケ月前から休むから、１年間勤

めてないわな、そういう場合はもう全然ないんかな。 

○堀内秘書課長 育児休業を条例で今回改めさせていただいた定義に該当されない場合は、

非常に申し訳ないんですけれども、育児休業を取得することはできないという形になり

ます。 

○森田委員 ということは入社して何ケ月はしっかりやらんと認識できない訳やな。 

○堀内秘書課長 一定条件がありますので、一定の条件をまずクリア頂くというのは 低

していただかないといけないところにはなります。 

○森田委員 そやから、結局、少子化対策や子どもを産め産めと言っていて、そやけれど

も、ただ入社したとかそういう場合であったら１年後に生まれる計画でやらんとあかん

ということやな。それは法律、国なんかもそうなんかな。 

○堀内秘書課長 ここの条件につきましては、上位法の育児休業法等にも定められており

まして、おっしゃっていただいた点については、入社してすぐ育休をとれないのかとい

うようなご意見かと思うんですけれども、なかなか非常にその部分はしんどいかなとは

思っております。 

○本委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○本委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

 討論を許します。 

○西田委員 では、議案第２２号、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制
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定の件、議案第２３号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備等に関する条例制定の件につきまして、意見を付けての賛成の立場で

討論を行います。 

 国の地方公務員法及び地方自治法の一部の改正に伴い、地方自治体における特別職非

常勤及び臨時的任用の実態が地方公務員法の規定と乖離しているとして、臨時非常勤の

運用要件を厳格化し、増大した臨時非常勤職員の受け皿として新たに有期雇用契約であ

る会計年度任用職員制度を新設し、２０２０年４月より実施をするものです。臨時非常

勤を急増させた国と地方自治体の責任への反省がなく、臨時非常勤の正規化、正規職員

の定員拡大等の根本的な改善策が示されていません。 

 地方自治体は住民の福祉と暮らしの増進に寄与するものであり、あくまでも公務の運

営は任期の定めのない常勤職員を中止とするという大前提のもとに制度設計をすべきで

すが、会計年度任用職員制度が入口規制のない有期任用の職となっており、会計年度ご

との任用と雇いどめを地方自治体の判断に委ねることを可能としており、合法的な人員

の調整弁となる可能性を否定できません。臨時非常勤の職を人員の調整弁として利用す

ることになれば、地方公務員法の分限任用の原則を崩すことになりかねません。 

 又、会計年度任用職員制度は非正規前提の雇用制度であり、フルタイム、無期雇用を

原則という国際的ルールからも逸脱するものです。このように会計年度任用職員制度に

は様々な問題がありますが、育児休業がとれたり、期末手当の支給を可能とするプラス

面があることと、太子町では新しく会計年度任用職員制度が導入されるに当たって、非

正規である会計年度任用職員も組合に参加出来る道を開き、声を上げる場が確保される

ことを評価し、非正規ではなく正規職員の定数拡大を要望致しまして、意見を付けて賛

成の討論といたします。 

○本委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○本委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮り致します。 

 議案第２２号及び議案第２３号を原案通り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○本委員長 ご異議なしと認めます。よって、議案第２２号、会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例制定の件及び議案第２３号、地方公務員法及び地方自治法の
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一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定の件は、原案通り

可決することに決しました。 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお知らせします。 

午前１０時４６分 休 憩 

                                        

午前１０時５５分 再 開 

○本委員長 それでは、再開致します。 

 次に、議案第２４号、太子町印鑑条例中改正の件、これを議題といたします。 

 本件について説明を求めます。 

○米田住民人権課長 議案第２４号、太子町印鑑条例中改正の件につきまして、ご説明申

し上げます。 

 まず始めに、本改正に至った理由及び改正内容についてご説明させて頂きます。 

 今回の改正は、女性活躍推進の観点から住民票、マイナンバーカード等へ旧氏が併記

出来るようにする為、住民基本台帳法施行令等を改正する政令が平成３１年４月１７日

に公布され、令和元年１１月５日に施行されることになりました。これらに伴い印鑑登

録証明事務処理要領の一部も改正され、氏に変更があった者の住民票に旧氏の記載がさ

れている場合は、旧氏での印鑑登録が可能となったことを受け、本条例に係る所要の改

正及び文言の整理を行うものでございます。 

 議案書の３枚目の新旧対照表をお願いします。 

 まず、第２条第１項は、本条例中に住民基本台帳法を引用した条文が、複数規定され

る為、同法を、以下、法という。としております。 

 続きまして、第４条第１項第１号では、こちらも第２条第１項と同様に住民基本台帳

法施行令を、以下、施行令という。とし、従前の氏名、氏、名に旧氏を追加すると共に、

第２号で、旧氏又は通称を加えております。 

 第２項では、非漢字圏の外国人住民の登録可能な印鑑についての規定において文言の

整理を行っております。 

 次に、第６条第１項第３号から、次頁の第１１条第２号までは、登録印鑑の制限、印

鑑の登録及び印鑑登録の抹消についての規定では、氏に変更があった場合の取り扱いを

新たに追加しております。 

 後に第６条第２項及び第１２条は、印鑑登録原票の記録媒体につきまして、磁気テ
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ープを磁気ディスクへ改めております。 

 その他、各条文におきまして、引用条文の追記及び文言の整理を行うものでございま

す。 

 恐れ入ります、１枚戻っていただきまして、改め文の附則でございます。この条例の

施行期日でございますが令和元年１１月５日といたしております。 

 以上、簡単ではございますが議案第２４号、太子町印鑑条例中改正の件の説明とさせ

ていただきます。何卒よろしくご審議いただき、ご議決賜りますようお願い申し上げま

す。 

○本委員長 只今、説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○西田委員 旧姓が使えるようになった、変えてもらったら女性が活躍出来るかどうか、

すごい枝葉末節やと思うんですが、こういうことが出てくるのであったら夫婦別姓、そ

ういう話もこういう中では議論はあったんやろうか、こっちに進むのがもっといいかな

と思うんですが。 

○米田住民人権課長 今、ご質問にありました選択する夫婦別姓の制度につきましては、

国会の方でも今議論されているというふうに聞いておりますけれども、まだ現実的にい

つからそういったところが実現するかというふうなことは聞いてございません。まず、

いろんな別姓にいく前の段階というふうな捕え方も出来るのではないかなと、今回の旧

氏の併記ですね、というふうなようには考えてございます。 

○本委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○本委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○本委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮り致します。 

 議案第２４号を原案通り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○本委員長 ご異議なしと認めます。よって、議案第２４号、太子町印鑑条例中改正の

件については、原案通り可決することに決しました。 

 次に、議案第２５号、太子町税条例等中改正の件、これを議題といたします。 

 本件について説明を求めます。 

○林税務課長 議案第２５号、太子町税条例等中改正の件につきまして、ご説明申し上げ

ます。 

 まず、今回の改正は本年３月２９日に公布されました、地方税法等の一部を改正する

法律の施行に伴うものでございます。このうち専決処分に係るものを除く法改正部分等

について所要の改正を行うものでございます。 

 それでは、新旧対照表に基づきましてご説明をさせていただきます。 

 新旧対照表の１頁をお開きください。 

 １頁の第２４条から２頁の第３６条の４までの改正につきましては、子どもの貧困に

対応する観点から児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が１３５万円

以下であるひとり親、単身児童扶養者に対し個人住民税を非課税とする措置が令和３年

から導入されることに伴い、必要な措置を講ずるものでございます。 

 尚、現行の個人の町民税の非課税の他に１２５万円以下につきましては、令和３年よ

り１３５万円以下に改正されることとなっております。 

 まず、１頁の第２４条は、個人の町民税の非課税の範囲に単身児童扶養者を加えるも

のでございます。又、第３６条の２は町民税の申告書の提出に関する規定の整備を行う

ものでございます。 

 又、第３６条の３の２は給与所得者で単身児童扶養者に該当する場合は、児童扶養手

当の支給を受けている事実等を記載した扶養親族等申告書を提出しなければならない規

定の整備を行うものでございます。 

 １頁下段から２頁にかけての第３６条の３の３は、公的年金等受給者で単身児童扶養

者に該当する場合での扶養親族等申告書について、前条と同様に規定の整備を行うもの

でございます。 

 ２頁下段の第３６条の４は、先程申しました第３６条の２の改正に伴う号ずれ等の条

文の整理を行うものでございます。 

 次に、３頁から６頁にかけての附則でございます。これは、自動車税に関しての改正

となります。 
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 まず、３頁の第１５条の２は、消費税引き上げに伴う自動車の需要平準化の観点から、

令和元年１０月１日から１年間に取得した自家用の軽自動車の環境性能割のうち、一定

の要件を満たすものについて非課税とする規定を追加しております。 

 第１５条の２の２は、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収を当分の間、大阪府が行う

に当たっての環境性能割の適用税率の判断基準等、賦課徴収の特例の規定を追加してお

ります。 

 ３頁下段から次頁にかけての第１５条の６は、環境性能割の税率３％の適合車種は当

分の間、税率を２％とし、税率２％の適用車種につきましては、令和元年１０月１日か

ら１年間に取得された場合に限り、税率を１％とする環境性能割の税率の特例の規定を

追加しております。 

 次に、４頁から５頁にかけての第１６条、軽自動車税の種別割の税率の特例では、第

１６条第１項により、軽自動車税に係る重課の適用年度について、平成３１年度に限定

していた規定を初回、車両番号の指定を受けた月から起算して１４年を経過した以後の

年度とすることにより、年度限定を外しております。 

 又、第１６条第２項から５頁にかけての第４項において、令和２年から３年の課税年

度における種別割のグリーン化特例の軽課規定を追加し、現行と同様の軽課制度を２年

間延長する改正を行うものでございます。 

 更に本条第５項では、令和４、５年度分の軽自動車税の種別割に係るグリーン化特例

の軽課として、現行対象としている軽自動車のうち、電気自動車等に限った特例措置を

講ずる規定を追加しております。 

 ５頁下段から次頁にかけての第１６条の２は、軽自動車税の種別割の適用税率の判断

基準等、賦課徴収の特例の規定を追加しております。 

 続きまして、７頁をお願いいたします。 

 ７から８頁にかけましては、平成３０年条例第１６号として議決いただきました、太

子町税条例の一部を改正する条例の未施行部分の改正でございます。 

 第１条により改正する第４８条関係の法人の町民税の申告納付は、法人町民税の電子

申告を行っている者が、災害、その他の理由により電子申告ができなくなった場合の手

続を追加するものでございます。 

 それでは、議案書の７頁に戻っていただきまして、中ほどの改正条例附則の施行期日

でございます。 
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 第１条において、令和元年１０月１日から施行するものとしております。ただし、給

与及び年金の扶養親族申告書の記載内容に、単身児童扶養者である旨を追加する等の改

正につきましては、令和２年１月１日からの施行。個人の住民税の非課税の範囲に単身

児童扶養者を加える等の改正につきましては、令和３年１月１日からの施行。軽自動車

のうち、電気自動車等に限った特例措置を講ずる改正については、令和３年４月１日か

らの施行としております。 

 又、第２条から次頁の第５条までの改正につきましては、町民税、軽自動車税に係る

適用年度と軽課措置についての規定をしております。 

 以上、議案第２５号の説明とさせていただきます。 

 何卒よろしくご審議いただき、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

○本委員長 只今、説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○西田委員 子どもの貧困対策ということもあって、未婚のひとり親世帯への個人町民税

非課税措置の適用ということで、これは歓迎することなんですけれども、これに適用さ

れる太子町の住民は何人いてるかとかはわかるんですか。 

○林税務課長 未婚のひとり親というところで、これにつきましては、国の方で令和２年

の税制改正の中で結論を得るということになっておりまして、今回、児童扶養手当を受

けておりということで、若干、対象が未婚よりは増えるということになりまして、それ

で１３５万円以下ということになってきます。 

 今現在、児童扶養手当支給人数が１１０名ほどということはお聞きしておりますし、

その中で所得の範囲で限定される全部支給は６０名ぐらいというようなことも伺ってお

ります。その６０名の方々で非課税であれば勿論もともとで、生活保護であればもとも

と非課税になりますので、ですから、所得範囲層によってはちょっと何名になるかは把

握はしておりませんけれども、少ない人数であろうというふうには考えております。 

 以上です。 

○西田委員 シングルで育てているお母さん、非婚だろうが未婚だろうが離婚した人と変

わらず大変やと思うんですけれども、ずっと言っているんやけど、この所得税の寡婦控

除、これは拡大の方向に進みそうなんですか。 

○林税務課長 今、ご質問をいただきましたように、寡婦控除も含めて令和２年の税制改
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正で結論を得るというふうにはされております。 

 以上です。 

○西田委員 非課税になったら医療費、介護保険料とかそういうのも負担軽減されますし、

本当に子どもの貧困対策が進むように努力してもらいたいですし、そう言いながら何か

引き延ばしてこられて、なかなかやってくれへんので、 大で６０人と思ったらいいの、

そんなにいてないはずなので、よその自治体においてはみなし適用をしているところも

ありますので、国が追いついてけえへんのであったら、太子町としてもみなし適用する

方向も少し考えていただけたらと思いますので、要望しておきます。 

○本委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○本委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○本委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮り致します。 

 議案第２５号を原案通り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○本委員長 ご異議なしと認めます。よって、議案第２５号、太子町税条例等中改正の

件については、原案通り可決することに決しました。 

 次に、議案第２８号、太子町消防団条例中改正の件、これを議題といたします。 

 本件について説明を求めます。 

○村上危機管理課長 議案第２８号、太子町消防団条例中改正の件について、ご説明を申

し上げます。 

 始めに、改正に至りました経緯についてご説明申し上げます。 

 平成２８年５月の成年後見人制度の利用の促進に関する法律の施行により、成年被後

見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利に係る制限

が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを行うことが定められました。

本町条例においては、成年被後見人を欠格とする他、団員となることができないことを

定めた欠格条項自体がうたわれておりませんが、消防団員は地方特別職地方公務員とし
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て職務を行う為、その任命に当たっては欠格条項に基づき行われるべきと考えることか

ら、今回を契機として欠格条項を追加する条例改正を行うものです。改正内容でござい

ますが、欠格条項を追加するものでございます。 

 それでは、お手元の資料の３枚目の新旧対照表にてご説明いたします。 

 第５条に新たに欠格条項を追加しております。第６条以降は欠格条項追加による条ず

れでございます。 

 恐れ入ります、戻っていただき２頁目をお願いします。 

 本条例は公布の日から施行するものでございます。 

 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。何卒よろしくご審議の上、

ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

○本委員長 只今、説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○西田委員 欠格条項が条例にうたわれていなかったということで、もう前からなんです

かこれ、２８年の変わった時に書いとかなあかんかったことを書けへんかったというこ

となんで、そのタイムラグ分で不利益を被った人はいてなかったんですか。 

○村上危機管理課長 すいません、この欠格条項でございますが、多分以前、２８年に追

加するという訳ではなくて、それ以前に欠格条項について追加する必要があったのかと

いうのはちょっと定かではないんですけれども、南河内地域の市町村の条例を確認した

ところ、太子町以外に１市だけしか欠格条項は入れられていないということで、太子町

の消防団員につきましては、特別職の地方公務員ということで欠格条項に基づいて運営

されることが必要やということで、今回入れさせていただいている次第でございます。 

 ですので、いつ欠格条項を入れなければならなかったというのはちょっと定かではな

いところでございます。 

 それとあと、不利益を被った方はおられないと認識しております。 

○本委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○本委員長 ないようでございますので、質疑を終わります。 

 討論に入ります。 

 討論ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○本委員長 ないようでございますので、討論を終わります。 

 お諮り致します。 

 議案第２８号を原案通り可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○本委員長 ご異議なしと認めます。よって、議案第２８号、太子町消防団条例中改正

の件については、原案通り可決することに決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案は全て終了致しました。 

 これにて委員会を閉会させて頂きます。 

 本日はお疲れ様でした。 

午前１１時２７分 閉 会 
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